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六
月
定
例
会
日
程

６
月
�１０
日
（
火
）
本
会
議
　
　
開
会
、
議
案
上
程

 �
�

提
案
理
由
の
説
明

�

１１
日
（
水
）
休
　
会
　
　
議
案
等
精
査

�

１２
日
（
木
）
休
　
会
　
　
議
案
等
精
査

�

１３
日
（
金
）
休
　
会
　
　
議
案
等
精
査

�

１４
日
（
土
）
休
　
会

�

１５
日
（
日
）
休
　
会

�

１６
日
（
月
）
本
会
議
　
　
一
般
質
問

�

１７
日
（
火
）
本
会
議
　
　
一
般
質
問

�

１８
日
（
水
）
本
会
議
　
　
議
案
質
疑

�

１９
日
（
木
）
休
　
会
　
　
委
員
会
審
査

�

２０
日
（
金
）
休
　
会
　
　
委
員
会
審
査

�

２１
日
（
土
）
休
　
会

�

２２
日
（
日
）
休
　
会

�

２３
日
（
月
）
休
　
会

�

２４
日
（
火
）
休
　
会
　
　
委
員
会
審
査

�

２５
日
（
水
）
本
会
議
　
　
委
員
長
報
告
、
質
疑

�
�

討
論
、
表
決
、
閉
会

　
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
は
、

専
決
処
分
議
案
五
件
、
「
人
権
擁

護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
き
意

見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
」
の

人
事
議
案
二
件
、
「
平
成
二
十
六

年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
」
な
ど

予
算
議
案
三
件
、
「
宿
毛
市
税
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て
」
な
ど
条
例
議
案
六
件
、

「
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
」
な
ど
そ

の
他
議
案
二
件
の
合
計
十
八
議
案

で
、
審
議
の
結
果
、
い
ず
れ
も
原

案
ど
お
り
承
認
・
同
意
・
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
最
終
日
に
は
野
々
下
議

員
ほ
か
六
名
か
ら
、
「
手
話
言
語

法
制
定
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出

に
つ
い
て
」
が
提
出
さ
れ
、
審
議

の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　
十
六
日
、
十
七
日
に
は
市
政
に

対
す
る
一
般
質
問
が
行
わ
れ
六
人

の
議
員
が
質
問
に
立
ち
ま
し
た
。

ま
た
、
十
八
日
に
は
議
案
に
対
す

る
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
議
会
に
提
出
さ
れ
た
陳
情
「
咸
陽

保
育
園
と
区
民
避
難
所
の
高
台
移
転

に
つ
い
て
」
が
審
議
さ
れ
、
趣
旨
採

択
と
な
り
ま
し
た
。

◎
一
般
会
計
（
議
案
第
八
号
）

　
今
回
の
補
正
予
算
は
、
総
額
で
一

億
三
千
六
百
五
万
円
が
増
額
補
正
さ

れ
、
累
計
で
百
十
三
億
八
千
五
百
四

十
八
万
一
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

（
歳
出
の
主
な
も
の
）

○
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
作
成
事
業

　
（
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
）

…
…
…
…
…
…
七
百
三
十
六
万
円

○
緊
急
雇
用
創
出
臨
時
特
例
基
金
事

業
委
託
料
…
…
一
千
四
十
七
万
円

○
臨
時
雇
い
賃
金

…
…
…
…
二
千
九
百
九
十
一
万
円

○
宿
毛
市
水
産
業
総
合
支
援
事
業

費
補
助
金

…
…
…
…
…
…
四
百
八
十
六
万
円

○
高
台
へ
の
避
難
地
道
路
測
量
実

施
設
計
業
務

…
…
…
…
…
…
三
千
五
十
二
万
円

○
宿
毛
中
学
校
耐
震
補
強
等
工
事

…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
千
万
円

○
宿
毛
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員
会
補

助
金

…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
百
万
円
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第
二
回
定
例
会
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
十
日
に
開
会
し
、

十
六
日
間
の
会
期
で
六
月
二
十
五
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

■
定
例
会
の
概
要
■

議
案
の
主
な
内
容
は
、

　
　
次
の
と
お
り
で
す
。

補
　
正
　
予
　
算



⑫

◎
宿
毛
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
等
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
国
に
準
じ
て
宿
毛
市
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

　
内
容
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付

税
の
財
源
の
一
部
と
す
る
こ
と
を

目
的
に
、
国
税
に
「
地
方
法
人
税
」

が
創
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ

の
税
率
に
相
当
す
る
「
法
人
市
民

税
率
」
の
引
き
下
げ
を
行
う
こ
と

及
び
小
型
乗
用
車
と
軽
自
動
車
の

性
能
や
環
境
負
荷
と
い
っ
た
点
で

差
が
縮
ま
っ
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、

負
担
の
公
平
性
を
図
る
観
点
か
ら

軽
自
動
車
税
率
の
引
き
上
げ
等
を

行
う
も
の
で
す
。

　
法
人
市
民
税
の
引
き
下
げ
に
つ

い
て
は
、
国
税
と
し
て
創
設
さ
れ

る
地
方
法
人
税
の
税
率
二
、
六
パ

ー
セ
ン
ト
に
見
合
う
分
の
法
人
市

民
税
率
を
、
平
成
二
十
六
年
十
月

一
日
以
降
に
事
業
年
度
が
始
ま
る

企
業
か
ら
順
次
、
現
行
の
「
一
〇

〇
分
の
一
四
、
七
」
を
「
一
〇
〇

分
の
一
二
、
一
」
に
引
き
下
げ
る

も
の
で
、
軽
自
動
車
税
の
引
き
上

げ
に
つ
い
て
は
、
軽
二
輪
、
原
付

等
は
平
成
二
十
七
年
度
よ
り
新
税

率
を
適
用
し
、
三
輪
以
上
の
軽
自

動
車
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七

年
四
月
二
日
以
後
に
初
年
度
登
録

し
た
車
両
に
対
し
て
、
平
成
二
十

八
年
度
よ
り
新
税
率
を
適
用
す
る

も
の
で
す
。

◎
宿
毛
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
宿
毛
市
総
合
運
動
公
園
補
助
グ

ラ
ウ
ン
ド
を
新
た
に
設
置
し
、
使

用
料
を
定
め
る
こ
と
、
及
び
利
用

者
か
ら
要
望
の
多
か
っ
た
市
民
体

育
館
武
道
場
使
用
料
に
つ
い
て
、

三
分
の
一
面
を
使
用
す
る
場
合
の

料
金
を
定
め
る
も
の
で
す
。

◎
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て

　
九
月
三
十
日
に
任
期
満
了
と
な

る
人
権
擁
護
委
員
に
、
山
本
美
津

子
（
や
ま
も
と
　
み
つ
こ
）
氏
の
再

任
と
、
新
委
員
と
し
て
岡
添
吉
見

（
お
か
ぞ
え
　
よ
し
み
）
氏
を
推
薦

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
人
権
擁
護

委
員
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
議
会
の
意
見
を
求
め
る
も
の

で
す
。

◎
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

　
宿
毛
市
土
地
開
発
公
社
と
の
間

で
、
宿
毛
市
西
町
二
丁
目
七
六
番

二
六
ほ
か
六
筆
の
九
千
八
百
三
、

〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル
を
二
億
六
千

四
百
七
十
三
万
六
千
二
百
六
十
円

で
取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地

方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第

八
号
の
規
定
に
よ
り
議
会
の
議
決

を
求
め
る
も
の
で
す
。

◎
権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

　
平
成
十
六
年
に
破
産
し
た
宿
毛

観
光
汽
船
株
式
会
社
に
対
し
、
宿

毛
市
が
損
失
補
償
し
た
一
億
円
に

お
け
る
同
社
の
連
帯
保
証
人
で
元

同
社
代
表
取
締
役
（
債
務
者
）
に

対
す
る
求
償
権
に
つ
い
て
は
、
債

務
者
に
返
済
可
能
な
資
産
も
な
く
、

今
後
に
お
い
て
も
債
権
を
回
収
す

る
こ
と
が
で
き
る
見
込
み
が
な
く
、

か
つ
本
年
六
月
二
十
九
日
を
も
っ

て
時
効
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
た
め
、

そ
の
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
に
つ

い
て
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第

一
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
議
会

の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◎
手
話
言
語
法
制
定
を
求
め
る
意

見
書

　
手
話
は
、
日
本
語
を
音
声
で
は

な
く
手
指
や
表
情
に
変
え
て
表
現

し
て
い
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る

が
、
本
来
は
独
自
の
語
彙
や
文
法

体
系
を
持
っ
て
い
る
言
語
で
あ
る
。

音
声
が
聞
こ
え
な
い
、
音
声
で
話

す
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
聴
覚
障

害
者
に
と
っ
て
、
日
常
を
営
む
上
で
、

手
話
は
大
切
な
情
報
獲
得
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
法
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
平
成
十
八
年
十
二

月
に
国
連
総
会
に
お
い
て
、
障
害

者
権
利
条
約
が
採
択
さ
れ
、
平
成

二
十
年
に
発
効
さ
れ
た
。
同
条
約

第
二
条
に
は
、「
言
語
と
は
、
音
声

言
語
及
び
手
話
そ
の
他
の
形
態
の

非
音
声
言
語
を
い
う
」
と
定
義
さ

れ
、
手
話
が
言
語
と
し
て
国
際
的

に
認
知
さ
れ
た
。

　
平
成
二
十
三
年
八
月
に
改
正
さ

れ
た
障
害
者
基
本
法
第
三
条
に
は

「
全
て
の
障
害
者
は
、
可
能
な
限

り
、
言
語
（
手
話
を
含
む
。）
そ
の
他

の
意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段
に
つ
い

て
の
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
」

と
定
め
ら
れ
、
手
話
は
言
語
に
含
ま

れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
さ
ら
に
、
同
法
の
第
二
十
二
条
に

は
国
、
地
方
自
治
体
に
対
し
て
情
報

保
障
施
策
を
義
務
づ
け
て
い
る
こ
と

か
ら
、
手
話
が
文
字
や
音
声
と
対
等

な
言
語
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
日
常

生
活
、
職
場
、
教
育
の
場
で
手
話
を

使
っ
た
情
報
の
提
供
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
が
保
障
さ
れ
、
社
会
に
自

由
に
参
加
で
き
る
こ
と
を
目
指
す
、

手
話
言
語
法
を
広
く
国
民
に
知
ら
せ

て
い
く
こ
と
や
、
自
由
に
手
話
が
使

え
る
社
会
環
境
の
整
備
を
国
と
し
て

実
現
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
政
府
に
お
い
て
は
、
上

記
の
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
、
手
話
言

語
法
を
早
期
に
制
定
す
る
よ
う
強
く

要
望
す
る
。

　
以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

条
　
　
例

そ
　
の
　
他

　
今
定
例
会
に
議
員
よ
り
提
出
さ
れ
た
次
の
意
見
書
案
を
原
案

の
と
お
り
可
決
し
、
関
係
行
政
機
関
に
提
出
し
ま
し
た
。
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A
　
津
波
に
対
す
る
心
配
が
あ
る

と
は
い
え
、
学
習
環
境
と
し
て
、

現
在
地
に
は
高
台
に
ま
さ
る
い
く

つ
か
の
要
因
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、

高
台
に
移
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

教
育
環
境
が
悪
く
な
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
と
な
る
と
、
い
っ

そ
の
こ
と
高
台
が
一
番
で
あ
る
と

言
い
切
っ
た
ら
ど
う
か
問
う
。

B
　
地
震
や
津
波
へ
の
心
配
が
な

い
の
で
あ
れ
ば
現
在
地
も
適
地
の

一
つ
だ
が
、
津
波
の
浸
水
予
想
を

考
慮
す
る
と
、
再
編
計
画
で
示
し

た
高
台
移
転
が
望
ま
し
い
と
考
え

る
。
万
一
、
高
台
整
備
に
想
定
以

上
の
年
月
が
か
か
る
見
込
み
と
な

っ
た
際
に
は
、
他
の
場
所
に
つ
い

て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
現

段
階
に
お
い
て
は
高
台
が
一
番
だ

と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

A
　
萩
原
並
び
に
小
深
浦
、
両
高

台
の
造
成
終
了
ま
で
の
予
算
と
財

源
に
つ
い
て
問
う
。

B
　
小
深
浦
地
区
は
概
算
で
約
五

億
六
千
万
円
、
萩
原
・
与
市
明
地

区
は
同
じ
く
約
六
億
六
千
万
円
で

事
業
認
可
を
受
け
て
い
る
。
財
源

と
し
て
は
、
国
土
交
通
省
所
管
の

交
付
金
事
業
、
都
市
防
災
総
合
推

進
事
業
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
。

A
　
高
台
の
造
成
後
の
活
用
計
画

に
は
、
小
学
校
や
保
育
園
、
給
食

セ
ン
タ
ー
な
ど
の
公
共
施
設
、
震

災
時
の
避
難
施
設
な
ど
、
多
目
的

な
用
地
活
用
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

国
土
交
通
省
、
文
部
科
学
省
、
厚

生
労
働
省
等
々
、
所
管
の
違
う
省

庁
間
の
調
整
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
問
う
。

B
　
高
台
敷
地
造
成
事
業
へ
の
補

助
金
適
用
は
、
現
在
導
入
し
て
い

る
国
土
交
通
省
の
事
業
の
ほ
か
に

は
な
い
。
多
目
的
な
施
設
建
設
が

決
ま
っ
た
段
階
に
お
い
て
、
所
管

の
異
な
る
省
庁
間
の
調
整
を
図
り
、

今
後
の
課
題
と
し
て
、
検
討
、
交

渉
を
行
う
。

　
仮
に
補
助
金
の
一
部
返
還
と
い

う
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
場
合
に

も
、
返
還
金
額
は
最
小
限
に
と
ど

め
る
よ
う
、
多
様
な
ケ
ー
ス
を
想

定
し
た
上
で
事
業
を
推
進
し
て
い
る
。

A
　
宿
毛
の
街
区
の
、
特
に
高
齢

者
の
方
々
は
、
地
震
発
生
時
の
避

難
場
所
と
し
て
、
高
台
よ
り
も
学

校
を
希
望
し
て
い
る
。
宿
毛
小
学

校
は
、
耐
震
化
と
改
修
が
行
わ
れ
、

地
震
発
生
の
際
の
倒
壊
は
防
げ
る

こ
と
に
な
る
。
街
区
の
方
々
の
要

望
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
対
応

を
考
え
て
い
る
の
か
問
う
。

B
　
現
段
階
で
は
、
宿
毛
小
学
校

を
耐
震
化
し
た
後
も
、
直
ち
に
避

難
場
所
と
し
て
指
定
す
る
予
定
は

な
い
。
し
か
し
、
個
人
の
判
断
で
、

一
時
的
に
緊
急
避
難
す
る
場
所
と

し
て
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。

　
今
年
の
夏
か
ら
始
ま
る
耐
震
工

事
と
あ
わ
せ
て
、
全
面
的
に
窓
ガ

ラ
ス
を
強
化
ガ
ラ
ス
に
変
更
す
る

が
、
緊
急
時
に
は
、
避
難
者
が
校

舎
内
に
避
難
で
き
る
よ
う
な
対
策

を
行
い
、
周
辺
地
域
の
防
災
責
任

者
に
周
知
す
る
等
の
対
応
を
考
え

て
い
る
。

　
六
月
定
例
会
の
一
般
質
問
は
、
十
六
日
及
び
十
七
日
の

二
日
間
に
六
人
の
議
員
か
ら
市
政
全
般
に
つ
い
て
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。

　
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

宿
毛
小
学
校
の
建
設
場

所
の
評
価
に
つ
い
て

高
台
整
備
に
関
す
る
予

算
と
財
源
に
つ
い
て

耐
震
化
後
の
宿
毛
小
学

校
に
つ
い
て
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A
　
保
育
園
の
防
災
対
策
に
つ
い
て
、

最
も
重
要
で
あ
る
の
が
、
幼
い
園

児
の
命
を
守
っ
て
い
く
と
の
観
点

か
ら
、
津
波
浸
水
域
に
あ
る
保
育

園
の
高
台
へ
の
移
転
の
取
組
み
で

は
な
い
か
。
ま
だ
、
対
策
を
必
要

と
す
る
保
育
園
は
市
内
に
は
、
公
立
・

私
立
合
わ
せ
て
五
つ
の
保
育
園
が

あ
る
が
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
取

組
み
を
考
え
て
い
る
の
か
問
う
。

B
　
子
供
た
ち
の
安
全
確
保
に
向
け
、

将
来
の
再
編
計
画
も
念
頭
に
入
れ

な
が
ら
、
高
台
移
転
を
目
指
し
取

組
ん
で
い
く
方
向
性
を
確
認
し
た
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
咸
陽
保
育
園

の
高
台
移
転
に
取
組
ん
で
行
く
。

A
　
私
立
保
育
園
の
防
災
対
策
を

考
え
た
場
合
、
法
人
が
決
定
す
る

方
針
を
待
っ
て
い
て
よ
い
の
か
疑

問
に
思
う
。
宿
毛
市
と
し
て
法
人

の
方
針
を
待
つ
ば
か
り
で
な
く
、

積
極
的
に
対
応
す
べ
き
で
な
い
か

問
う
。

B
　
公
設
、
民
設
関
係
な
く
、
津

波
浸
水
域
に
立
地
す
る
保
育
所
に

つ
い
て
は
、
保
育
園
児
の
安
全
確

保
の
観
点
か
ら
高
台
に
あ
る
こ
と

が
よ
い
。
子
供
た
ち
の
安
全
を
念

頭
に
、
今
後
も
両
園
と
の
意
見
交

換
を
密
に
し
、
課
題
解
決
に
向
け

対
応
し
て
い
く
。

A
　
四
国
電
力
の
変
電
所
は
、
海

抜
約
二
メ
ー
ト
ル
位
で
あ
り
、
津

波
浸
水
域
内
に
立
地
し
て
い
る
。

変
電
所
の
高
台
へ
の
移
転
問
題
は

重
要
な
課
題
で
あ
り
、
四
国
電
力

に
対
し
て
、
早
急
に
変
電
所
の
高

台
移
転
に
つ
い
て
、
大
月
町
と
と

も
に
強
く
要
請
を
す
べ
き
で
は
な

い
か
問
う
。

B
　
市
内
で
約
九
千
八
百
戸
、
併

せ
て
大
月
町
も
停
電
に
な
る
被
害

を
受
け
、
震
災
の
復
旧
活
動
に
支

障
が
生
じ
る
の
で
、
大
月
町
と
情

報
交
換
を
し
な
が
ら
四
国
電
力
に

対
し
て
、
変
電
所
の
高
台
移
転
を

要
望
し
て
い
く
。

A
　
与
市
明
川
に
架
か
る
、
廻
角

橋
の
改
修
に
向
け
て
の
今
後
の
取

組
み
に
つ
い
て
問
う
。

B
　
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
測
量

設
計
業
務
に
着
手
し
、
現
在
、
河

川
管
理
者
等
の
協
議
を
し
て
い
る
。

協
議
が
整
い
次
第
、
実
施
詳
細
設

計
の
発
注
、
周
辺
住
民
へ
事
業
説

明
し
た
後
、
工
事
に
着
手
し
た
い
。

A
　
温
泉
施
設
が
あ
る
こ
と
は
、
各

種
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
や
ス
ポ
ー
ツ

合
宿
の
誘
致
活
動
を
す
る
う
え
で

大
き
な
力
と
な
る
。
市
民
も
強
く

要
望
し
て
い
る
温
泉
施
設
を
つ
く

る
考
え
は
な
い
か
問
う
。

B
　
市
内
に
、
温
泉
施
設
や
温
浴

施
設
に
取
組
む
こ
と
は
、
現
時
点

で
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、

今
後
の
国
の
補
助
等
研
究
し
な
が

ら
検
討
す
る
。

A
　
他
の
部
署
と
の
連
携
や
、
組

織
的
な
取
組
み
を
推
進
す
る
為
に
、

更
に
ス
ポ
ー
ツ
推
進
室
の
機
能
を

強
化
・
充
実
し
た
体
制
に
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
問
う
。

B
　
教
育
委
員
会
と
連
携
を
図
り
、

機
能
強
化
を
含
め
、
取
組
が
強
化

で
き
る
よ
う
検
討
す
る
。

A
　
現
在
、
平
田
の
中
核
工
業
団

地
に
、
四
国
最
大
級
の
ホ
ワ
イ
ト

ペ
レ
ッ
ト
工
場
、
木
質
バ
イ
オ
マ

ス
発
電
所
の
建
設
が
進
ん
で
い
る
。

両
事
業
合
わ
せ
て
年
間
約
十
万
ト

ン
の
木
材
が
必
要
に
な
り
、
宿
毛

市
の
産
業
振
興
、
雇
用
の
確
保
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。
改
め
て
両
事

業
所
の
操
業
時
期
に
つ
い
て
問
う
。

B
　
ホ
ワ
イ
ト
ペ
レ
ッ
ト
製
造
施

設
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
末
の

竣
工
、
試
験
稼
働
を
経
て
、
九
月

中
旬
に
本
格
稼
働
を
開
始
す
る
。

　
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
施
設
も

今
年
度
十
月
末
の
竣
工
で
平
成
二

十
七
年
一
月
よ
り
本
格
稼
働
を
開

始
す
る
予
定
と
聞
い
て
い
る
。

　
幡
多
地
域
の
林
業
振
興
の
上
で

も
重
要
な
事
業
で
あ
る
、
県
と
も

連
携
を
図
り
、
円
滑
な
操
業
開
始

に
向
け
協
力
し
て
い
く
。

A
　
株
式
会
社
グ
リ
ー
ン
エ
ネ
ル

ギ
ー
研
究
所
で
は
、
小
規
模
な
森

林
所
有
者
や
、
自
抜
林
家
か
ら
の

直
接
買
い
取
り
も
行
う
と
聞
い
て

い
る
。
そ
の
場
合
、
自
抜
林
家
に

と
っ
て
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿

っ
た
証
明
書
等
の
手
続
が
大
変
に

な
る
が
、
そ
の
受
け
入
れ
態
勢
、
又
、

時
期
に
つ
い
て
問
う
。

B
　
自
抜
林
家
の
方
々
が
搬
出
し

た
原
木
に
つ
い
て
も
、
木
質
バ
イ

オ
マ
ス
と
し
て
有
効
活
用
す
る
た

め
、
本
市
役
所
に
お
い
て
、
間
伐

由
来
の
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
証
明
と
、

一
般
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
証
明
の
証

明
書
の
発
行
を
本
年
五
月
に
制
度

化
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
市
役
所
で
、
証
明
書
を
発
行
す

保
育
園
の
防
災
対
策
に

つ
い
て

宿
毛
変
電
所
の
移
転
に

つ
い
て

ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
つ

い
て

廻
角
橋
の
改
修
問
題

私
立
保
育
園
の
防
災
対

策
に
つ
い
て

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
事
業

に
つ
い
て
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る
こ
と
に
よ
り
、
未
利
用
材
の
有
効

活
用
、
自
抜
林
家
な
ど
の
農
林
家
の

方
々
の
副
収
入
に
も
つ
な
が
っ
て
い

く
。

　
な
お
、
グ
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
研

究
所
の
木
材
買
い
取
り
は
、
来
年
の

一
月
よ
り
開
始
を
す
る
。

A
　
近
年
、
野
生
鳥
獣
の
生
息
分

布
の
拡
大
や
、
生
息
数
の
急
激
な

増
加
に
伴
い
有
害
鳥
獣
に
よ
る
被

害
が
深
刻
化
、
広
域
化
を
し
て
い
る
。

　
特
に
こ
こ
数
年
、
サ
ル
に
よ
る

被
害
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

過
疎
化
や
高
齢
化
の
進
む
地
域
で

被
害
に
遭
う
と
い
う
こ
と
は
非
常

に
深
刻
で
、
耕
作
者
が
全
く
や
る

気
を
な
く
し
耕
作
放
棄
地
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。

　
改
正
鳥
獣
保
護
法
の
成
立
に
よ

り
、
有
害
鳥
獣
へ
の
対
策
が
強
化

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
サ
ル

被
害
対
策
専
用
防
護
柵
や
サ
ル
網

に
対
す
る
補
助
事
業
の
拡
充
は
で

き
な
い
か
問
う
。

B
　
本
市
に
お
い
て
は
、
一
頭
一

万
円
の
捕
獲
報
奨
金
や
、
電
気
柵

設
置
費
用
の
助
成
、
こ
れ
は
事
業

費
七
万
円
を
上
限
に
二
分
の
一
（
三

万
五
千
円
）
を
助
成
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
サ
ル
に
つ
い
て
は
、

狩
猟
者
に
よ
る
有
害
捕
獲
が
大
変

難
し
い
状
況
に
あ
る
中
で
、
出
没

や
被
害
情
報
も
多
く
な
っ
て
い
る
。

　
今
後
に
お
い
て
は
、
被
害
防
止

対
策
と
し
て
、
サ
ル
専
用
防
護
柵

の
設
置
費
用
に
対
す
る
助
成
や
、

捕
獲
、
報
奨
金
の
増
額
に
つ
い
て

も
検
討
し
て
い
く
。

A
　
宿
毛
湾
港
の
潜
水
艦
基
地
化

に
つ
い
て
、「
市
長
に
な
っ
た
時
か

ら
自
分
の
思
想
と
か
信
条
を
封
印

し
て
い
る
」
と
沖
本
市
長
が
答
え

た
と
新
聞
報
道
さ
れ
た
。
こ
れ
を

見
た
市
民
か
ら
「
議
員
を
し
て
い

た
頃
の
沖
本
さ
ん
の
政
治
姿
勢
を

見
て
、
一
生
懸
命
支
援
し
た
の
に

が
っ
か
り
し
た
」
と
の
意
見
に
対

す
る
所
見
及
び
市
長
は
潜
水
艦
基

地
誘
致
を
漁
業
へ
の
影
響
を
調
査

し
て
か
ら
判
断
す
べ
き
で
は
な
か

っ
た
か
問
う
。

B
　
新
聞
で
報
道
は
さ
れ
た
が
、
私

自
身
の
思
想
や
信
条
を
封
印
す
る

考
え
で
は
な
い
。
漁
業
に
も
影
響

が
な
い
形
で
、
地
域
の
産
業
の
振

興
を
考
え
誘
致
陳
情
や
要
望
を
し

て
き
た
。

A
　
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
へ

の
対
応
問
題
は
、
安
倍
首
相
の
容

認
論
に
反
対
の
回
答
を
し
た
と
新

聞
報
道
さ
れ
た
が
、
市
長
の
所
見

を
再
度
問
う
。

B
　
こ
れ
ま
で
の
政
府
は
集
団
的

自
衛
権
は
行
使
で
き
な
い
と
し
て

き
た
。
現
政
権
が
憲
法
解
釈
の
見

直
し
で
、
限
定
的
で
あ
れ
集
団
的

自
衛
権
の
行
使
を
可
能
と
す
る
に

は
問
題
が
あ
る
。

A
　
意
思
疎
通
支
援
事
業
の
、
手

話
通
話
や
要
約
筆
記
等
の
取
組
み

が
強
化
と
な
っ
た
が
、
宿
毛
市
で

は
要
約
筆
記
や
手
話
通
話
等
の
利

用
が
少
な
い
。
市
の
実
態
と
今
後

の
普
及
拡
大
を
問
う
。

B
　
利
用
状
況
は
平
成
二
十
五
年

度
は
手
話
通
話
四
十
五
件
、
要
約

筆
記
ゼ
ロ
件
だ
っ
た
。
今
後
の
普

及
拡
大
策
は
手
話
通
訳
者
や
要
約

筆
記
者
の
活
用
を
、
公
的
事
業
で

取
組
む
。

A
　
パ
ー
キ
ン
グ
パ
ー
ミ
ッ
ト
は
、

障
害
者
等
が
利
用
す
る
緑
色
表
示

の
専
用
駐
車
場
で
、
高
知
県
知
事

が
交
付
し
た
利
用
証
を
持
つ
人
だ

け
が
利
用
で
き
る
制
度
で
あ
る
が
、

県
下
各
地
に
比
べ
宿
毛
市
は
少
な

い
。
現
状
と
普
及
拡
大
策
を
問
う
。

B
　
市
内
に
は
公
共
、
民
間
を
合

わ
せ
五
十
施
設
で
登
録
が
あ
り
、

九
十
台
分
の
駐
車
場
が
あ
る
が
、

表
示
用
の
ス
テ
ッ
カ
ー
を
掲
示
す

る
と
、
利
用
証
を
持
っ
て
い
な
い

障
害
者
の
方
な
ど
が
駐
車
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
施
設
管

理
者
の
判
断
に
よ
り
、
あ
え
て
表

示
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
と

い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
今
後
も
県
と
協
力
し
な
が
ら
、

利
用
者
や
施
設
管
理
者
等
に
対
し
、

普
及
啓
発
を
進
め
る
。

�A
　
道
路
の
完
成
を
多
く
の
市
民

が
千
秋
の
思
い
で
待
っ
て
い
る
が
、

早
期
完
成
に
向
け
て
の
取
組
み
を

問
う
。

B
　
宿
毛
市
と
し
て
も
あ
ら
ゆ
る

機
会
を
捉
え
要
望
活
動
を
強
め
て

き
た
が
、
今
後
も
早
期
完
成
に
向

け
取
組
む
。

A
　
和
田
へ
建
設
す
る
宿
毛
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
は
、
出
入
り
口
を

市
道
沿
い
に
住
宅
地
へ
設
置
す
る

た
め
、
地
元
住
民
の
生
活
環
境
を

鳥
獣
被
害
対
策
に
つ
い

て

市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ

い
て

身
体
障
害
者
等
へ
の
施

策
に
つ
い
て

四
国
8
の
字
道
路
に
つ

い
て
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悪
化
さ
せ
な
い
構
造
を
国
土
交
通

省
に
求
め
る
こ
と
を
問
う
。

B
　
地
元
の
意
見
を
取
り
入
れ
、
よ

り
よ
い
交
差
点
に
な
る
よ
う
国
土

交
通
省
に
働
き
か
け
る
。

A
　
現
在
、
実
行
委
員
会
で
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
今
後
、

ど
の
よ
う
な
予
定
で
進
め
て
い
く

の
か
問
う
。

B
　
実
行
委
員
会
の
決
定
事
項
は
、

大
会
名
を
「
宿
毛
マ
ラ
ソ
ン
」
、
開

催
日
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
十

八
日
、
コ
ー
ス
概
要
は
、
花
へ
ん

ろ
マ
ラ
ソ
ン
に
使
用
さ
れ
て
い
た

前
半
コ
ー
ス
の
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン

コ
ー
ス
を
二
周
す
る
フ
ル
マ
ラ
ソ

ン
で
あ
る
。

　
種
目
に
つ
い
て
は
、
一
人
で
二

周
す
る
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
と
、
ペ
ア

に
よ
る
リ
レ
ー
形
式
の
フ
ル
マ
ラ

ソ
ン
、
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
の
三
種

目
、
予
算
に
つ
い
て
は
、
千
二
百

九
十
万
円
を
見
込
ん
で
い
る
。

　
一
度
中
止
し
た
マ
ラ
ソ
ン
に
、

新
た
に
取
り
組
む
に
は
、
ラ
ン
ナ

ー
の
方
々
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら

う
た
め
に
、
ペ
ア
に
よ
る
フ
ル
マ

ラ
ソ
ン
を
全
面
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き

た
い
。

　
来
年
の
統
一
地
方
選
挙
と
の
関

連
は
、
選
挙
と
重
な
る
部
分
は
あ

る
が
、
動
け
る
方
々
も
た
く
さ
ん

お
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
全
力
で

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

A
　
臨
時
職
員
が
多
数
採
用
さ
れ

て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で

採
用
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
選

挙
管
理
委
員
会
の
局
長
と
、
監
査

委
員
事
務
局
長
の
兼
職
は
、
職
務

上
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
問

う
。

B
　
臨
時
職
員
の
人
数
は
六
月
一

日
現
在
八
十
九
人
で
、
採
用
に
つ

い
て
は
、
求
め
る
業
務
内
容
が
、

各
課
に
お
い
て
多
岐
に
わ
た
り
異

な
る
た
め
、
各
課
が
そ
れ
ぞ
れ
行

っ
て
い
る
。

　
採
用
募
集
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
の
求
人

の
ほ
か
、
今
年
三
月
か
ら
、
総
務

課
人
事
係
に
て
、
履
歴
書
提
出
に

よ
る
登
録
制
を
開
始
し
て
い
る
。

　
選
挙
管
理
委
員
会
の
局
長
と
、

監
査
委
員
事
務
局
長
の
兼
任
は
、

他
市
の
状
況
や
行
政
実
例
を
見
て

も
、
差
し
支
え
な
く
、
地
方
自
治

法
上
も
違
法
性
は
な
い
と
認
識
し

て
お
り
、
業
務
に
つ
い
て
も
、
支

障
な
く
進
め
ら
れ
る
と
認
識
し
て

い
る
。

A
　
宿
毛
市
の
小
中
学
校
の
耐
震

化
率
が
六
十
二
％
余
り
と
い
う
新

聞
報
道
が
あ
っ
た
が
、
も
う
少
し

丁
寧
に
地
域
保
護
者
に
説
明
す
べ

き
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
今
年
三

月
に
発
表
し
た
再
編
計
画
で
は
、

橋
上
中
学
校
は
、
三
十
六
年
度
ま

で
は
存
続
と
あ
る
が
、
校
区
外
通

学
に
よ
り
、
想
定
外
の
現
状
と
な

っ
て
い
る
が
、
教
育
委
員
会
と
し

て
ど
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
か

問
う
。

B
　
二
十
六
年
四
月
一
日
時
点
の

学
校
施
設
の
耐
震
化
率
が
六
十
二
、

二
％
と
い
う
報
道
が
な
さ
れ
た
が
、

来
年
度
に
は
補
強
工
事
が
完
了
す

る
よ
う
に
、
市
長
部
局
と
連
携
を

し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
橋
上
中
学
校
へ
の
生
徒
の
入
学

が
、
予
想
通
り
に
推
移
し
な
い
状

況
が
続
く
よ
う
で
あ
れ
ば
、
必
要

に
応
じ
て
保
護
者
の
皆
様
を
は
じ

め
、
地
域
の
皆
様
と
対
策
を
検
討

し
て
ま
い
り
た
い
。

A
　
地
域
住
民
、
特
に
高
齢
者
の

方
か
ら
は
、
高
台
ま
で
は
逃
げ
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
宿
毛
小

学
校
に
避
難
し
た
い
と
い
う
声
が

あ
る
。
こ
う
し
た
方
々
へ
の
対
応

に
つ
い
て
問
う
。

B
　
高
齢
者
や
身
体
障
害
者
の
方

な
ど
避
難
行
動
要
支
援
者
の
避
難

に
つ
い
て
は
、
や
は
り
地
域
住
民

同
士
の
助
け
合
い
、
い
わ
ゆ
る
共

助
の
部
分
が
肝
心
で
あ
り
、
そ
う

い
っ
た
方
た
ち
の
避
難
方
法
を
地

域
で
話
し
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
街
区
に
お
い
て
は
、
近
隣
に
忠

霊
塔
や
水
道
課
付
近
の
建
物
が
あ

り
、
現
在
、
萩
原
の
高
台
や
新
た

な
避
難
ビ
ル
の
指
定
等
、
地
震
、

津
波
へ
の
備
え
と
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
検
討
も
し
て
い
る
。
高
齢
者

を
は
じ
め
と
し
た
避
難
行
動
要
支

援
者
の
方
々
の
避
難
す
る
場
所
が

な
い
と
い
う
事
態
が
決
し
て
起
こ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
官
民
あ
げ

て
万
全
の
備
え
を
し
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
い
る
。

A
　
宿
毛
小
学
校
か
ら
不
審
者
情

報
の
回
覧
文
書
が
回
っ
て
き
た
が
、

こ
れ
ら
の
対
策
を
す
る
場
合
、
山

の
上
が
ベ
タ
ー
か
、
今
の
現
状
の

地
が
べ
タ
ー
と
思
う
か
、
教
育
長

に
問
う
。

B
　
先
だ
っ
て
の
不
審
者
情
報
に

つ
い
て
は
、
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、

誤
報
で
あ
り
ま
し
た
。
子
供
た
ち

の
見
守
り
に
つ
い
て
は
、
高
台
で

あ
ろ
う
と
平
地
で
あ
ろ
う
と
子
供

た
ち
の
生
活
、
環
境
に
つ
い
て
は
、

地
域
の
人
々
が
見
守
っ
て
い
く
べ

き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

A
　
高
台
は
安
心
・
安
全
と
い
う

言
葉
を
何
回
と
な
く
聞
き
及
ん
で

い
る
が
、
夜
間
に
津
波
が
来
た
場
合
、

今
の
場
所
が
良
い
か
、
五
百
メ
ー

ト
ル
先
の
高
台
が
良
い
か
、
私
は
、

小
学
生
の
子
に
聞
い
て
み
ま
し
た
。

　
誰
し
も
今
の
と
こ
ろ
に
作
っ
て

宿
毛
マ
ラ
ソ
ン
の
現
状

と
今
後
の
予
定
に
つ
い
て

宿
毛
小
学
校
の
改
築
に

つ
い
て

職
員
採
用
と
配
置
に
つ

い
て

小
中
学
校
の
再
編
計
画

と
耐
震
化
に
つ
い
て
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く
だ
さ
い
、
近
く
の
方
が
よ
り
安

心
で
き
ま
す
と
い
う
答
え
を
頂
い

て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
教

育
長
は
ど
う
思
う
か
問
う
。

B
　
学
校
に
い
る
時
間
に
つ
い
て
は
、

学
校
で
責
任
を
も
っ
て
避
難
等
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
夜
間

等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
東
北
地
方

に
「
て
ん
で
ん
こ
」
と
い
う
言
葉
が

ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

家
庭
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
最
も
安
全
な

方
法
を
選
ん
で
避
難
し
て
い
た
だ
く

の
が
ベ
ス
ト
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

A
　
宿
毛
橋
に
は
二
灯
の
照
明
が

つ
い
て
い
る
が
、
雨
の
日
な
ど
暗

い
た
め
、
あ
と
二
灯
の
照
明
を
つ

け
ら
れ
な
い
か
問
う
。

B
　
現
在
、
橋
梁
の
老
朽
化
に
伴

う
橋
梁
の
点
検
、
修
繕
化
計
画
を

策
定
し
て
お
り
、
地
区
か
ら
の
要

望
等
を
勘
案
す
る
中
で
、
検
討
し

て
参
り
た
い
。

　
平
成
二
十
六
年
第
二
回
定
例
会
に
お
い
て
、
次
の
人
事
議
案
を
全
会

一
致
を
も
っ
て
、
同
意
し
ま
し
た
。

○
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

　
　
　
　
　
山
　
本
　
美
津
子
（
や
ま
も
と
　
み
つ
こ
）
氏
（
再
任
）

　
　
　
　
　
岡
　
添
　
吉
　
見
（
お
か
ぞ
え
　
よ
し
み
）
氏
（
新
任
）

番
　
号

議
決
結
果

件
　
　
　
　
　
　
　
名

趣
旨
採
択

第
２１
号

咸
陽
保
育
園
と
区
民
避
難
所
の
高
台
移
転
に
つ
い
て

議
案
番
号

議
決
結
果

件
　
　
　
　
　
　
　
名

承
　
　
認

承
　
　
認

承
　
　
認

承
　
　
認

承
　
　
認

同
　
　
意

同
　
　
意

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

第
1
号

第
2
号

第
3
号

第
4
号

第
5
号

第
6
号

第
7
号

第
8
号

第
9
号

第
10
号

第
11
号

第
12
号

第
13
号

第
14
号

第
15
号

第
16
号

第
17
号

第
18
号

専
決
処
分
し
た
事
件
の
承
認
に
つ
い
て

専
決
処
分
し
た
事
件
の
承
認
に
つ
い
て

専
決
処
分
し
た
事
件
の
承
認
に
つ
い
て

専
決
処
分
し
た
事
件
の
承
認
に
つ
い
て

専
決
処
分
し
た
事
件
の
承
認
に
つ
い
て

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め

る
こ
と
に
つ
い
て

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め

る
こ
と
に
つ
い
て

平
成
二
十
六
年
度
宿
毛
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
つ

い
て

平
成
二
十
六
年
度
宿
毛
市
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
特

別
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

平
成
二
十
六
年
度
宿
毛
市
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
に
つ
い
て

宿
毛
市
宅
地
分
譲
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

宿
毛
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

宿
毛
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

宿
毛
市
一
般
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

宿
毛
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て宿
毛
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

財
産
の
取
得
に
つ
い
て

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

▼ 

提
出
さ
れ
た
議
案
等 

▲

（
定
例
会
）

宿
毛
橋
へ
の
照
明
施
設

の
整
備
に
つ
い
て

▼ 

請 

願
・
陳 

情 

▲

　
皆
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ
た
陳
情
は
、
所
管
の
委
員
会
に
付
託
さ

れ
、
審
査
の
結
果
、
次
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

▼

人

 
事

 

案

 

件

▲
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⑱

　
全
国
市
議
会
議
長
会
よ
り
、
次
の
方
々
に
対
し
て

表
彰
状
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

【
一
般
表
彰
】

　
★
正
副
議
長
四
年
以
上

　
　
中
　
平
　
富
　
宏
 

議
員

　
★
議
員
十
五
年
以
上

　
　
浦
　
尻
　
和
　
伸
 

議
員

　
　
宮
　
本
　
有
　
二
 

議
員

　
　
寺
　
田
　
公
　
一
 

議
員

蘢

野
々
下
　
昌
　
文

蘢

山
　
上
　
庄
　
一

蘢

松
　
浦
　
英
　
夫

蘢

寺
　
田
　
公
　
一

蘢

宮
　
本
　
有
　
二

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

　
市
議
会
だ
よ
り
は
紙
面
の
都

合
で
発
言
の
一
部
し
か
掲
載
し

て
い
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
「
会
議
録
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
六
月
定
例
会
の
会
議
録
は
九

月
上
旬
に
で
き
る
予
定
で
す
。

　
市
立
坂
本
図
書
館
及
び
各
支

所
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　
議
会
開
会
中
は
宿
毛
市
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
と
ス
ワ
ン
テ
レ
ビ

で
映
像
中
継
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は

過
去
の
議
会
映
像
も
配
信
し
て

い
ま
す
。

●議会を傍聴しませんか…
本会議の傍聴は、どなたでもできます。

次の定例会は９月上旬の予定です。詳しくは、　　　　　

議会事務局までお問い合わせ下さい。（蕁６３－２９０７）

なお、委員会の傍聴をご希望の方は事前に議会事務局までお申し出下さい。

表
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